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はじめに 
○社会のグローバル化、デジタル化、AI、⽣命科学の進展など、近年の科学技術・イノ

ベーションの急速な進展は、⼈間や社会の在り⽅に⼤きな影響を与えている。もは
や、科学技術・イノベーションの進展と⼈間や社会の在り⽅は密接不可分となってお
り、倫理的な観点なども含め、⼈間や社会の在り⽅に対する深い洞察に基づいた科学
技術の振興及びイノベーション創出の振興（以下「科学技術・イノベーション創出の
振興」という）が必要である。 

 
○更に、近年の地球温暖化の進展、⼤規模⾃然災害の増加、環境エネルギー問題等への

対応において、最先端の科学技術・イノベーションの成果を活⽤して、諸課題を解決
し、豊かで持続的な社会を実現していくことへの国⺠の期待は益々⾼まっている。 

 
○また、世界では、デジタル化に伴うスタートアップが活発化するなど、最先端技術や

研究開発成果が迅速に実装され、また、社会ニーズに柔軟に対応する企業が市場シェ
アを占めてきており、国の競争⼒の最⼤の源は総合的なイノベーション⼒であること
が改めて認識されている。 

 
○こうした現状を踏まえ状況の下、平成 30 年に改正された科学技術・イノベーション創

出の活性化に関する法律（以下「科技イノベ活性化法」という。）において、政府は
「⼈⽂科学のみに係る科学技術を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の
活性化の在り⽅」について検討を⾏う旨が規定された。 

 
○科学技術基本法（平成７年制定）は、科学技術の振興に関する施策の基本事項を定め

るもので、科学技術基本計画の策定も規定しているが、その対象とする「科学技術」
からは「⼈⽂科学のみに係るもの科学技術」が除かれるともに、振興対象は「科学技
術」に限られ「イノベーション創出」の概念が導⼊されていない。 

 
○⼈⼝減少・少⼦⾼齢化等による社会構造の変化が進む我が国において、諸課題を解決

し、持続的かつ安定的な社会の発展を図っていくためには、⼈⽂科学を含めたあらゆ
る分野の「知」を総合的に振興、活⽤していくことが重要であり、また、産学官が密
接に連携し、更に、社会における幅広い議論や取組を通じていくことにより、科学技
術・イノベーション創出の振興を図っていくことが必要不可⽋である。また、その
際、科学技術・イノベーション創出の振興のための最⼤の鍵は⼈材であることに留意
すべきである。 

 
○本ワーキンググループでは、上記の観点から、令和３年４⽉から開始される第６期科

学技術基本計画の在り⽅を念頭に置きつつ、科学技術・イノベーション創出の総合的
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な振興活性化の在り⽅について積極的な審議を重ねてきたところであり、この度、法
制度的な課題への対応策をと取りまとめた。 

 
１Ⅰ．総論 

〇科学技術基本法は、科学技術の振興を我が国の最重要課題の⼀つとして位置づけ、科
学技術の振興を強⼒に推進し、科学技術創造⽴国を実現するため、議員⽴法により平
成７年に成⽴した。同法は、科学技術の振興に関する⽅針を定めるとともに、科学技
術基本計画の策定等を規定している。前述のとおり、同法は、対象とする「科学技
術」から「⼈⽂科学のみに係るもの」科学技術が除かれるともに、振興対象は「科学
技術」に限られ「イノベーション創出」の概念が導⼊されていない。 

 
〇また、科技イノベ活性化法は、我が国の研究開発能⼒の強化等を⽬指し、平成 20 年に

議員⽴法により成⽴し、改正されてきたものである。同法は、科学技術・イノベーシ
ョン創出の活性化のために必要な事項等を規定しているが、科学技術・イノベーショ
ン創出の活性化は、科学技術基本法に規定する科学技術の振興に関する⽅針にのっと
り⾏わなければならないこととされている。同法には、「イノベーション創出」の概念
は導⼊されているが、科学技術基本法と同様、対象とする「科学技術」から「⼈⽂科
学のみに係るもの」科学技術は除かれている。 

 
○平成 30 年の科技イノベ活性化法改正の際、政府は「⼈⽂科学のみに係る科学技術を含

む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化の在り⽅」について検討を⾏
う旨が規定されたことを踏まえ、第６期科学技術基本計画の策定に反映させるべく、
今般、科学技術基本法等における「⼈⽂科学のみに係る科学技術」及び「イノベーシ
ョン創出」の在り⽅について検討を⾏った。また、科学技術基本法は、平成７年の成
⽴以来、実質的な改正は⾏われていないことから、近年の科学技術・イノベーション
政策の進展を踏まえ、必要な⾒直しについて検討を⾏った。 

 
○また、イノベーション創出や国際競争⼒の強化のためには、本格的な産学官連携、協

創の推進が必要不可⽋であるが、我が国の産学官連携は、諸外国と⽐べ規模が⼩さ
く、産業界からは、共同研究に係るスピード感が合わないといった指摘がなされてい
る。このため、新たな形態の産学官連携を可能とし、意欲ある⼤学・研究開発法⼈に
よる新たな形態の産学官連携を可能とし、の産学官連携に関するポテンシャルを最⼤
限発揮できるようにするため、法⼈の外部組織を活⽤した共同研究等の実施について
検討を⾏った。 
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○更に、近年は、科学技術・イノベーションの細分化・複雑化、発展スピードが速ま

り、またニーズもより多様化していることから、世界的に、スタートアップや研究開
発型中⼩企業がイノベーション創出の担い⼿として重視されてきている。このため、
イノベーション創出の観点から、スタートアップや研究開発型中⼩企業の⽀援策の在
り⽅について検討を⾏った。 

 
○本ワーキンググループにおいては、科学技術基本法や科技イノベ活性化法等の法改正

の必要性が想定される上記の制度的課題について検討を⾏った。⼀⽅で、科学技術・
イノベーション創出の振興のためには、総合的な制度的課題以外にも様々な取組が必
要であり、これらは、第６期科学技術基本計画の在り⽅等を検討する中で、本報告書
の内容も踏まえつつ、引き続き議論されることが期待される。 

 
２Ⅱ．科学技術基本法等の⾒直しの⽅向性 
（１）１．「イノベーション創出」の概念を科学技術基本法に加える必要性 
（「イノベーション創出」の重要性） 
〇我が国の従来の科学技術政策においては、厳しい財政事情の中、世界をリードする研

究成果や数々の実績を挙げる⼀⽅、科学技術の成果を新産業や雇⽤の創出、国⺠の福
祉向上や社会課題の解決に⼗分に活かせていないのではないかとの問題意識の下、科
学技術の成果を、イノベーションを通じ、新たな価値の創造に結び付けるべく、第４
期科学技術基本計画以降、「科学技術政策」と「イノベーション政策」の⼀体的展開を
図ることを明確化してきた。 

 
〇また、内閣府設置法においても、平成 26 年の改正時に、従来の「総合科学技術会議」

を「総合科学技術・イノベーション会議」とするとともに、内閣府の所掌事務に「研
究開発の成果の実⽤化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的
な整備」を加えたところである。 

 
〇このように、関係法令等では、既に「イノベーション創出」の概念は取り⼊れられて

おり、イノベーションを巡る国際的な覇権争いが激化の⼀途を辿る中、我が国の科学
技術・イノベーション政策の更なる⼀体的展開を図るべく、科学技術基本法に「イノ
ベーション創出」の概念を導⼊することが必要である。 

 
（導⼊する「イノベーション創出」の定義） 
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〇法令上の定義としては、科技イノベ活性化法において「『イノベーションの創出』と
は、新商品の開発⼜は⽣産、新役務の開発⼜は提供、商品の新たな⽣産⼜は販売の⽅
式の導⼊、役務の新たな提供の⽅式の導⼊、新たな経営管理⽅法の導⼊等を通じて新
たな価値を⽣み出し、経済社会の⼤きな変化を創出することをいう。」とされ、本定義
は、内閣府設置法にも引⽤されている。 

 
○本定義は、前段で「新商品の開発⼜は⽣産、新役務の開発⼜は提供、商品の新たな⽣

産⼜は販売の⽅式の導⼊、役務の新たな提供の⽅式の導⼊、新たな経営管理⽅法の導
⼊」という、イノベーション創出に⾄る具体的⼿段を例⽰している。企業活動が念頭
におかれた表現となっているが、「等」という⽂⾔が挿⼊されており、必ずしも企業活
動に限定する趣旨ではないと解される。 

 
○また、後段では「（等を通じて）新たな価値を⽣み出し、経済社会の⼤きな変化を創出

することをいう。」と規定しておりいるが、この部分が、定義の本質を⽰している。つ
まり、「イノベーション創出」をとは、新たな価値を⽣み出して、経済や社会の⼤きな
変化を創出することとされている。とする後段の表現は概ね的確と考えられる。 

 
○⼀⽅で、前段のイノベーション創出に⾄る具体的⼿段の例⽰が、企業活動が念頭に置

かれた表現となっており、「等」という⽂⾔が挿⼊されていることから必ずしも企業活
動に限定する趣旨ではないと解されるものの、⼀⽅で、前段が、企業活動が念頭にお
かれた具体的かつ詳細な記載となっているため、「イノベーション創出」の主体が企業
に限定され、かつ、経済的価値に重きを置いているかのような誤解を与える恐れがあ
る。 

 
○例えば、第４期以降の科学技術基本計画においては、「科学技術イノベーション政策」

は、「科学的な発⾒や発明等による新たな知識を基にした知的・⽂化的価値の創造と、
それらの知識を発展させて経済的、社会的・公共的価値の創造に結び付ける⾰新」と
され、科学技術イノベーション政策は「経済、社会及び公共のための主要な政策」と
位置付けられている。 

 
○今回、科学技術基本法に導⼊規定する「イノベーション創出」の概念定義としては、

現⾏の科技イノベ活性化法の定義を参考とし踏まえつつも、科学技術基本計画におけ
る定義などを参考として、公共政策の改⾰や⾮営利法⼈による社会変⾰に向けた活動
などの多様な主体による社会的課題の解決に向けた創造的活動から⽣まれる成果を通
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じ、社会の⼤きな変化を創出する旨がも包含されることことが明らかとなるものとな
るに定義とすべきである。また、その際、後述のとおり、科学技術基本法の対象に
「⼈⽂科学のみに係るもの科学技術」を追加することの必要性を指摘していること
や、も踏まえ、イノベーション創出に⾄る具体的⼿段としては、商品や役務のみなら
ず、発⾒や発明といった創造的活動から⽣まれる成果について規定することが望まし
い。 

 
〇更には、イノベーションを創出するためには、社会受容性の確保を含め、産学官のみ

ならず社会における幅広い議論や取組が必要であり、社会への普及プロセスが重要と
なることも考慮すべきである。 

 
（「イノベーション創出」の法律上の位置づけ） 
〇科学技術基本法の⽬的規定は、「我が国における科学技術の⽔準の向上を図り、もって

我が国の経済社会の発展と国⺠の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進
歩と⼈類社会の持続的な発展に貢献する」とされている。 

 
〇科学技術基本法に「イノベーション創出」の概念を導⼊するにあたっては、⽬的規定

において、従来から規定されていた「科学技術の⽔準の向上」と並列する概念として
追加するなど、「科学技術の⽔準の向上」と「イノベーション創出」の双⽅を振興して
いく旨を明確にすべきである。 

 
○また、現⾏では、国及び地⽅公共団体が「科学技術の振興に関する施策」を策定し実

施するに当たり、基礎研究が新しい現象の発⾒・解明・新技術の創出等をもたらすもの
であること、その成果の⾒通しを当初から⽴てることが難しく、また、その成果が実⽤
化に必ずしも結び付くものではないこと等の性質を有するものであることに鑑み、基礎
研究の推進において国及び地⽅公共団体が果たす役割の重要性に配慮しなければならな
い旨が規定されているが、その重要性は「イノベーション創出」の概念を導⼊した場合
でも同様であることを明確にすべきである。 

 
○また、法律名等にも、「イノベーション創出」の趣旨を適切な形で盛り込むべきであ

る。 
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図 1 科学技術基本法における「科学技術」と「イノベーション」の関係イメージ 
 

（２）２．「⼈⽂科学のみに係るもの」を科学技術基本法等の対象に加える必要性 
〇前述のとおり、科学技術基本法では、科学技術のうち「⼈⽂科学のみに係るもの」を

法の対象から除外しているが、以下の理由⼆つの観点から、科学技術基本法に積極的
に位置づけていくべきである。また、その際、「科学」は、あらゆる学問領域を含む広
義の意味で捉えるべきである。 

 
○なお、科学技術基本法制定時の整理では、「科学技術」は「⾃然科学に係るものと⼈⽂

科学に係るものとに⼤別される」とされている1。また、他の法律の⽤例2にも鑑みてか
らも、本法の「⼈⽂科学」は社会科学を含む概念と解すべきである。 

 
（科学技術政策における観点） 
○科学技術基本法制定時の整理では、⼈⽂科学の重要性は認識しつつも、「⼈間や社会の

本質を取り扱うものであり、それを⾃然科学の分野に係るものと同列において計画
的、総合的な推進策を講ずることが必ずしも適当でない」とされている3。 

                                                       
1 尾⾝幸次著「科学技術⽴国論 科学技術基本法解説」 
2 ⽇本学⼠院法、⽇本学術会議法 
3 尾⾝幸次著「科学技術⽴国論 科学技術基本法解説」 
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○科学技術基本法制定時と⽐較し、社会のグローバル化、デジタル化、AI、⽣命科学の

進展などにより、⼈⽂科学の研究対象である⼈間や社会の在り⽅が変容し、科学技術
の進展と⼈間や社会の在り⽅が密接不可分なものになるとともに、先端技術や定量的
⼿法を利⽤した分析、⼤規模化の進展など⼈⽂科学の研究⼿法も変容しており、上記
のように、推進策を講じる上での⼈⽂科学と⾃然科学の差異はなくなっており、同等
に扱うべきであるいる。 

 
○また、豊かで持続可能な社会を実現するため、現代の諸課題に対峙するためには、⼈

間社会の多様な側⾯を総合的に理解することが必須である。そのためには、⾃然科学
のみならず⼈⽂科学の知⾒を⽣かした研究開発が必要不可⽋であり、⽂理分野融合の
推進とともに、その基盤としての⼈⽂科学⾃体の持続的振興が必要である。更に、今
後もあらゆる分野が関連し、新たな発⾒が⽣まれ得ることから、全ての分野につい
て、計画的・総合的に振興策を講じることが必要である。また、⼈⽂科学の特質であ
るリフレクティブ・キャパシティ（オルタナティブを構想するための社会の知的奥⾏
き）が果たす役割も重要である。 

 
 （イノベーション政策における観点） 
○豊かで持続可能な社会の実現に向けて、イノベーションによる社会課題の解決が求め

られる中、プロセス全体にわたり、⼈⽂科学と⾃然科学の連携、協創が必要である。
特に、⼊り⼝において、社会課題の認知、解くべき課題の設定・提⽰、・価値観の創造
を⾏うためには、⼈⽂科学の積極的役割が重要であり、そのための⼈⽂科学⾃体の発
展が必要である。また、倫理的・法的・社会的課題（ELSI：Ethical, Legal and Social 
Issues）への対応をはじめとした出⼝における社会受容性の確保のためにも⼈⽂科学の
役割は重要となっている。 

 
○これらの役割は、⼈⽂科学の“分厚い研究の蓄積”があって初めて果たすことが可能で

あり、⼈⽂科学全体の振興が必要である。 
 
（３）３．科学技術・イノベーション政策の進展を踏まえたその他の⾒直し 
〇平成７年の科学技術基本法の制定以来、科学技術・イノベーション政策を巡る情勢は

激変しており、上述の「⼈⽂科学のみに係る科学技術」、「イノベーション創出」の概
念の追加以外にも以下の⾒直しが必要である。 
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〇科学技術基本法には、法の基本理念に相当する「科学技術の振興の⽅針」（第２条）と
して、主として以下が規定されている。 

 
・ 研究者及び技術者等の創造性の⼗分な発揮 
・ ⼈間の⽣活、社会及び⾃然との調和 
・ 広範な分野における均衡のとれた研究開発能⼒の涵養 
・ 基礎研究、応⽤研究及び開発研究の調和のとれた発展 
・ 国の試験研究機関、⼤学、⺠間等の有機的な連携 
・ ⾃然科学と⼈⽂科学の調和のとれた発展 

  
 （参考）科学技術科学技術基本法 
 第⼆条 科学技術の振興は、科学技術が我が国及び⼈類社会の将来の発展のための基盤であり、科

学技術に係る知識の集積が⼈類にとっての知的資産であることにかんがみ、研究者及び技術者
（以下「研究者等」という。）の創造性が⼗分に発揮されることを旨として、⼈間の⽣活、社会
及び⾃然との調和を図りつつ、積極的に⾏われなければならない。 

２ 科学技術の振興に当たっては、広範な分野における均衡のとれた研究開発能⼒の涵養、基礎研
究、応⽤研究及び開発研究の調和のとれた発展並びに国の試験研究機関、⼤学（⼤学院を含
む。以下同じ。）、⺠間等の有機的な連携について配慮されなければならず、また、⾃然科学と
⼈⽂科学との相互のかかわり合いが科学技術の進歩にとって重要であることにかんがみ、両者
の調和のとれた発展について留意されなければならない。 

 
〇現⾏規定は、科学技術の振興プロセス上の配慮事項が中⼼になっているため、科学技

術・イノベーションの恩恵を受ける⼈間・社会の視点を加えるなど、現代の科学技
術・イノベーション政策の動向を踏まえた以下の内容を追加すべきである。 

 
・ 我が国が、科学技術・イノベーションによって実現を⽬指す社会ビジョンである

Society 5.0 は、「⼈間中⼼社会」という考えを含むコンセプトである。り、また、
SDGｓ（持続可能な開発⽬標）においても、「誰⼀⼈取り残さない」という理念が
設定されているように、科学技術・イノベーション政策の潮流として、地域、性
別、世代といった様々な違いを乗り越え、全ての⼈々にあまねく科学技術の果実を
届ける「インクルーシブ」（包摂性）の視点が重視されている。ことこれらを踏ま
えから、科学技術・イノベーション創出の振興は、全ての国⺠が、遍く恩恵を享受
できるように⾏わなければならないこと。また、科学技術・イノベーション創出の
振興にあたっては、産学官のみならず幅広い関係者の有機的連携が必要であるこ
と。 
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・ 科学技術・イノベーション創出は、国内外の⼈⼝減少・少⼦⾼齢化など我が国が直

⾯する課題、⾷料問題・エネルギー問題・環境問題など⼈類共通の課題、科学技術
の活⽤により⽣じる社会経済構造の変化に伴う課題といった社会課題の解決に寄与
するように振興する必要があること。また、そのためには、細分化された研究分野
にとどまらず、あらゆる分野の知⾒を総合的に深め、社会受容性を確保しつつ活⽤
する必要があること 

 
・ ⼈⽂科学と⾃然科学を⽐較した場合、⼈⽂科学には、例えば、研究成果の発表形態

が多様であること（論⽂に加えだけでなく、書籍による発表をも重視）、論⽂が採
択されてから引⽤のピークを迎えるまでの期間が⾃然科学に⽐べて⻑くなることス
ローサイエンス性（独創的な研究成果をあげるために必要とされる時間が⾃然科学
より相対的に⻑い）等の特性があるとされている。また、⾃然科学・⼈⽂科学それ
ぞれにも様々な研究分野が含まれていることから、各分野の特性への配慮が必要で
あること 

 
・ 科学技術・イノベーション創出の振興の成果が最⼤化されるよう、現⾏の基礎研

究、応⽤研究及び開発研究の調和のとれた発展に加え、研究者の内在的動機に基づ
くボトムアップ型の学術研究と国が⽬標や分野等を設定するトップダウン型の戦略
研究等の均衡のとれた推進を⾏うこと 

 
・ 科学技術・イノベーション政策創出の振興は、研究開発のみならず、その成果を社

会に実装・普及させ、経済・社会の⼤きな変化に結びつけるがイノベーション創出
につながるよう、科学技術の振興との有機的な連携を図りつつまで、計画的・連続
的に⾏う必要があること。 
 

・ 研究開発における公正性の確保が必要であること。 
 
○現⾏法では、科学技術基本計画に定める事項として、以下が規定されている。 
 

・ 研究開発の推進に関する総合的な⽅針 
・ 研究施設等の整備、情報化の促進その他の研究開発の推進のための環境の整備に関

して講ずべき施策 
・ その他の科学技術振興に関し必要な事項 
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○上記のとおり、現⾏規定は施設整備等が中⼼となっているが、科学技術・イノベーショ

ン創出の最⼤の鍵は⼈材であることに鑑み、⼈材⾯を含めた以下の内容を追加すべきで
ある。その際、研究者のみならず研究開発等のマネジメントを担う⼈材の重要性に留意
すべきである。 

 
・ 研究者等科学技術・イノベーション創出に係る⼈材の確保、養成、処遇の確保等に

関して講ずべき施策 
・ 研究開発成果の実⽤化・イノベーション創出のための環境整備に関して講ずべき施

策 
 
〇また、以下の内容についても、科学技術基本法に追加することが適切である。 
 

・ 現⾏では、「研究者及び技術者」、「研究開発に係る⽀援のための⼈材」の確保、養
成、処遇の確保等について規定されているが、「研究者等（研究者・技術者）・⽀援
⼈材」が規定されているが、「イノベーション創出」の概念追加に伴い、起業家な
どイノベーション創出に携わる者も含めた⼈材（起業家等）の確保、養成、処遇の
確保等についても必要な施策を講ずること。 

 
・ 現⾏では、「国」と「地⽅公共団体」のみ責務規定が設けられているが、科学技

術・イノベーション政策上の重要性に鑑み、「研究開発法⼈・⼤学等」や「⺠間事
業者」の責務も明らかにすべきであること。「研究開発法⼈・⼤学等」の責務とし
ては、⼈材育成、並びに研究開発及びその成果の普及に⾃主的かつ計画的に努める
ことなどが考えられ、「⺠間事業者」の責務としては、研究開発法⼈・⼤学等と積
極的に連携して科学技術・イノベーション創出の振興に努めることが考えられる。 

  
・ 平成 18 年に「研究活動の不正⾏為への対応のガイドライン」が策定されるなど、

法制定後に研究公正の重要性が⾼まっていることを踏まえ、研究公正の確保が必要
であること。 
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３Ⅲ．イノベーション創出に向けた制度構築 

１．産学官連携促進に向けた制度的⾒直し 
（１）産学官連携の現状と課題 
〇現在、グローバル化、デジタル化の急速な進展など将来の不確実性が⾼まる中において、

様々な変化に対応する多様性や柔軟性が求められており、これを打破するためにも知識
集約型社会への変⾰が求められている。このような中、産業界からは、知のフロンティ
アを追求する⼤学・研究開発法⼈による新しい価値創造に期待が寄せられるとともに、
産業界に対する新たなソリューション提供とそれらによる国際競争⼒強化への期待が
⾼まっている。また、⼤学・研究開発法⼈においても産学官連携に対する意識改⾰が進
んできている。 

 
〇我が国の産学官連携については、「⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者

への移転の促進に関する法律」（以下、「TLO 法」という。）の制定や、⽇本版バイ・ド
ール制度の導⼊など、これまで 20 年以上にわたり様々な推進⽅策が打ち出され、活動
は件数・⾦額ともに着実に増加するなど、⼀定の成果を上げてきた。特にここ数年では、
過去の研究室ベースの⽐較的⼩規模な⼀対⼀の共同研究から、多数の企業との⼤型の研
究コンソーシアムや、個別企業との緊密な連携のもとに異分野の研究者を結集して⾏う
包括的な共同研究など、⼤学の産学連携本部等が主導する本格的な共同研究を積極的に
進める例が⾒られるようになってきた。 

 
〇しかし、全国的には研究者個⼈と企業の⼀部⾨との連携にとどまることが多く、また、
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１件当たりの研究費受⼊額が海外の⼤学と⽐較して⼩規模であるなどの課題が指摘さ
れている（図 2 図 2）。政府においては「2025 年度までに⼤学・国⽴研究開発法⼈に対
する企業の投資を OECD 諸国平均の⽔準を超える 2014 年度の３倍にすること」を⽬標
としているが、現在の伸び率のままでは⽬標達成も難しい状況（図 3 図 3）であり、更
なる活性化を促す⽅策が必要である。 

 
図 2 ⺠間企業との共同研究の規模別実施件数内訳 

 
図 3 我が国における⼤学・研究開発法⼈への⺠間投資 

 
〇現在、政府では、平成 28 年 11 ⽉に「産学官連携による共同研究強化のためのガイドラ

イン」（以下、単に「ガイドライン」という。）を策定し、資⾦・知・⼈材の好循環を⽣
み出すための⼤学等の産学官連携機能の強化や企業の意識・⾏動改⾰の促進を図るとと
もに、平成 30 年度よりオープンイノベーション機構の整備事業により、企業の事業戦
略に深く関わる⼤型共同研究を集中的にマネジメントする体制の整備等を推進してい
るが、更なる産学官連携を促進するため、令和元年 6 ⽉の「統合イノベーション戦略
2019」等において、「⼤学・国研と企業との⼤型共同研究等を活性化するため、⼤学・
国研の共同研究機能等の外部化を可能とする新たな仕組みの必要性について、2019 年
中に検討を⾏う。」等の旨が⽰された。 

 
〇本ワーキンググループではこのような問題意識の下、ヒアリングや⽂部科学省調査を通
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じて産学官連携を促進する上での主な課題を探ったところ、以下の事項が確認された。 
 
（⼈材） 
・ 教員等が産学官連携を主な業務として携わった場合、その成果に関わらず⼤学・研究

開発法⼈の組織全体の⼈事評価・給与体系が適⽤されることが多く、産学官連携に特
化した職務や能⼒に⾒合った評価・処遇・インセンティブ付与（任期、成果報酬等）
が難しく、優秀な専⾨⼈材の確保・育成が困難となっている。 

 
（マネジメント） 
・ 産学官連携活動、知的財産マネジメント等に対する⼤学・研究開発法⼈の経営上の位

置づけが必ずしも⾼くない場合がある。 
 

・ ⼤学は公共財という考え⽅が根底にあり、各共同研究についてのコスト管理が⼗分
でなく、逆⼤学側に損失をが⽣じる場合がある。 
 

・ 共同研究に係るスピード感と企業が求めるスピード感が合わない。（意思決定プロセ
スが重層的で判断に時間がかかる、組織全体のルール適⽤を受け経理事務処理等に
時間がかかる、⼤学は研究成果やその品質は保証しないという場合がある 等） 
 

・ ⼤学・研究開発法⼈の研究者の研究成果や研究活動を把握し、⾒える化するなど、⼤
学の研究成果を部局横断的に活⽤し、企業に提供する体制が整っていない。特に⼩規
模の法⼈では単独で産学官連携機能を充実させることが困難 
 

・ ⼤学・研究開発法⼈の共同研究による成果創出の責任が不明確であったり、成果創出
を強く志向しないために分野や組織を超えた最適な研究体制が構築されにくい場合
がある。 

 
〇これらの課題は、必ずしも国の制度に由来するものばかりではなく、⼤学・研究開発法

⼈内の慣⾏等による⾯も⼤きい。現に、前述のガイドラインやオープンイノベーション
機構の整備事業などの取組によって、⼤学内部の組織的な改⾰や産学連携の体制整備等
が進められているところであるが、イノベーションを巡る国際競争は待ったなしであり、
意欲ある⼤学・研究開発法⼈の⾃主的・⾃発的取組をさらに加速させ、⺠間事業者企業
の多様なニーズへの迅速な対応、企業⽬線に⽴った活動など、産学官連携の⼀層の促進
を図ることが必要である。 
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〇海外では、スタンフォード⼤学の⼀機関が独⽴した SRI International（⽶国）が、⼤学

の最先端の知を活⽤して、企業との共同研究の活性化やベンチャー創出等に成功してい
る。また、ルーベン⼤学が核となり設⽴されたナノエレクトロニクス分野の世界的研究
拠点となっている IMEC4（ベルギー）では、クライアント企業等からの研究受託やコン
サルティングによって収⼊の８割を賄っている。 

 
〇こうした状況を踏まえ、我が国においても、⺠間事業者の多様なニーズへの迅速な対応

等の必要性を踏まえ、⼤学・研究開発法⼈が産学官連携に係る外部組織を設置すること
を可能とするとともに、当該外部組織において、研究開発の実施を含む産学官連携に関
わる特定業務を実施させることを可能とするよう必要な制度改正を検討すべきである。 

 
（２）⼤学・研究開発法⼈による外部組織設⽴の現状 
〇国⽴⼤学法⼈及び⼤学共同利⽤機関法⼈（以下「国⽴⼤学等」という。）においては、出

資によって外部組織を設⽴することは法律により認められており、これまで、承認を受
けた技術移転機関（TLO）、認定ベンチャーキャピタル等が認められ、さらに指定国⽴
⼤学法⼈によるコンサルティング、研修・講習を⾏う事業者へと拡⼤されてきた。 

 
〇公⽴⼤学法⼈の出資についても法律により認められており、現状では承認 TLO のみ認

められている。 
 
〇研究開発法⼈の出資についても法律により認められており、研究開発法⼈発ベンチャー、

ベンチャーキャピタル等、成果活⽤等⽀援法⼈（TLO 機能、共同研究開発等について
の企画・あっせん等）へと対象が拡⼤されてきた5。 

 
〇⼀⽅で、今回実施した⽂部科学省の調査によると、⼤学・研究開発法⼈が法⼈の外部組

織において実施可能とすることが有益と考えられる機能について、主に以下３点のニー
ズが確認された。 

 

                                                       
4 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum 
5 中央省庁等改⾰の推進に関する⽅針（平成 11 年 4 ⽉ 27 ⽇中央省庁等改⾰推進本部決定）において、独⽴⾏政法⼈の業務等が国⺠の
ニーズとは無関係に⾃⼰増殖的に膨張することを防⽌するため、「独⽴⾏政法⼈による出資等は、独⽴⾏政法⼈の本来業務及びそれに
附帯する業務に係るもの以外には認めないものとし、個別法令に定めがある場合に限ることとする。」とされており、研究開発法⼈、
国⽴⼤学等、公⽴⼤学法⼈の出資業務については、法令に定めがある場合を除き認められていない。国⽴⼤学等、公⽴⼤学法⼈もそれ
にならっている（学校法⼈の出資業務に関しては法令上、特段の規制はない）。 
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① オープンイノベーション⽀援機能 
共同研究開発の企画・あっせん、プロジェクト進捗管理、ライセンス等の知財マ
ネジメント 等 

 
② ベンチャー創出⽀援機能 

⼤学・研究開発法⼈発ベンチャーや、起業を⽬指す学⽣・研究者に対する技術⾯、
経営⾯及び⾦銭⾯での⽀援 等 

 
③ 研究開発機能 

実⽤化を⽬指した共同研究・受託研究等（試作品製作を伴う研究等を含む）の実
施 等 

 
〇さらに、本ワーキンググループが実施したヒアリング等においても、複数の⼤学より、

企業ニーズへの対応により特化した形での共同研究等を法⼈の外部組織において実施
することの明確なニーズが確認された。 

 
（３）産学官連携促進のための新たな⽅策（外部組織を活⽤した共同研究等の実施） 
〇国⽴⼤学等、公⽴⼤学、研究開発法⼈による出資については、法⼈の業務の際限ない肥

⼤化を防ぐため、各法⼈の本来業務やそれに附帯する業務に係るものについて法律で定
めるところにより認められているが、今回新たなニーズが確認された①から③までの機
能に係る業務はいずれもこれらの法⼈の本来が担うべき業務である。これらの業務につ
いて、法⼈の外部組織での実施を可能とすることにより、以下のメリットが期待される。 

 
・ ⼤学・研究開発法⼈による、共同研究開発機能等を有する外部組織（株式会社等）の

⾃主的・⾃発的な設⽴を可能とし、意欲ある⼤学・研究開発法⼈の産学官連携に関す
るポテンシャルを最⼤限発揮できること 

 
・ 外部組織が本格的な産学官連携の場となり、⼤学・研究開発法⼈の研究成果の社会実

装を加速して、企業等におけるイノベーションの創出を促し、我が国の国際競争⼒を
強化することが期待されること 

 
・ 外部組織において産学官連携の好事例を積み重ね、そのノウハウを⼤学・研究開発法

⼈の改⾰に活⽤することができること 
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〇以上を踏まえ、上記①から③までを⾏う者に対する出資を可能とすることが適当である。
その際、これらの業務の⼀部を⾏う者への出資も可能とするとともに、複数の⼤学・研
究開発法⼈による共同出資や、外部組織が担う業務によっては⺠間事業者企業との共同
出資も認められるべきである。また、出資等の業務は、産学官における知識・資⾦の好
循環の構築に資するものであるため、出資に充てる財源は原則として⾃⼰収⼊をその原
資とすべきである。 

 
〇これらの外部組織への出資や外部組織の在り⽅は、⼤学・研究開発法⼈が、⾃らの将来

設計に合わせ、⾃主的・⾃発的に判断すべきものであるが、外部組織を⺠間事業者企業
のニーズに対応し、産学官連携活動のエコシステムの⼀⾓を担うものとするためには、
以下のような取組を外部組織において進めるべきである。その際、イノベーション創出
の担い⼿として博⼠課程の学⽣等の役割が重要であることにも留意すべきである。 
 
・ ⼤学・研究開発法⼈の研究成果の発掘・把握を主体的に担う専⾨⼈材の育成・配置 
・ 企業⺠間事業者、社会等のニーズを踏まえたスピード感を持った組織運営の強化 
・ 企業⺠間事業者、社会等を顧客と捉えたビジネス構想⼒、提案⼒の育成 
・ 成果主義を取り⼊れたマネジメント、責任者の明確化 
・ 意欲ある研究開発従事者が、資⾦的、時間的に研究開発に専念できる環境整備 
・ 利益相反のマネジメントや秘密保持の徹底 
・ プロジェクトを通じた若⼿研究者、⽬利き⼈材の育成、⼈材交流 
・ グローバルに⼈材を活⽤するための仕組み作り 
・ 学⽣と契約を締結し報酬を⽀払うことによる学⽣への経済的⽀援 
・ 他の⼤学研究開発機関等との連携 
・ 地⽅⾃治体や市⺠との連携 
・ ワンストップ窓⼝の設置 

 
〇なお、研究開発法⼈については、研究開発成果の実⽤化を促進する観点から、既に 22

法⼈に研究開発法⼈発ベンチャーへの直接出資が認められている。⼀⽅、国⽴⼤学等に
ついては、既に４⼤学においてベンチャーキャピタルが設⽴されているが、国⽴⼤学等
発ベンチャーへの直接出資は、指定国⽴⼤学のコンサルティング、研修・講習を⾏う事
業者を除き、認められていない。国⽴⼤学等についても、研究開発成果の実⽤化を促進
する観点から、研究開発型ベンチャーも含め国⽴⼤学等発ベンチャーへの直接出資を可
能とすることは有効な⼿段であると考えられるが、既に設⽴されているベンチャーキャ
ピタルとの関係性等を整理する必要があり、現時点ではそれが不⼗分であるため、今後
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の検討事項とすべきである。 
 

〇また、産学官連携の⼀層の促進のためには、国⽴⼤学法⼈等、公⽴⼤学法⼈、研究開発
法⼈の現⾏の出資対象範囲について、社会の変化や⼤学等・研究開発法⼈のニーズに応
じて、必要に応じて⾒直すべきである。 

 
表 1 研究開発法⼈⼀覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４２．中⼩企業技術⾰新制度（⽇本版 SBIR 制度）の抜本的な⾒直し 
（１）イノベーション創出におけるスタートアップの重要性の増⼤ 

○イノベーション創出のプロセスにおいて、従前、研究開発から新技術の実⽤化への道筋
はボトムアップ型であり、政策⼿法として、対象を絞り込んでの基盤技術開発のための
⼤規模なナショナルプロジェクトを推進することや、⼤企業を中⼼とした特定分野への
研究開発投資の誘導を進めるという⽅式が主流であった。 

 
○しかし、近年はイノベーションの⽬的たる社会課題解決ニーズの多様化や、科学技術の

細分化・複雑化により、研究開発とその成果の実⽤化への道筋は複雑になり、主流とな
る技術分野への集中投資のみでは対応ができなくなっている。また、⾮主流分野から台
頭した新技術（破壊的イノベーション：Disruptive Innovation）が主流の技術を駆逐す
るという現象も数多く出てくるようになっている。 

 

研究開発法⼈
出資先の想定

（◎︓⾦銭出資、○︓現物出資のみ） 研究開発法⼈
出資先の想定

（◎︓⾦銭出資、○︓現物出資のみ）
ベンチャー ベンチャー

キャピタル
成果活⽤等
⽀援法⼈

ベンチャー ベンチャー
キャピタル

成果活⽤等
⽀援法⼈

国⽴研究開発法⼈⽇本医療研究開発機構 国⽴研究開発法⼈国⽴精神・神経医療研究
センター ○ - -

国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構 ◎ - - 国⽴研究開発法⼈国⽴国際医療研究センター ○ - -
独⽴⾏政法⼈酒類総合研究所 国⽴研究開発法⼈国⽴成育医療研究センター ○ - -
独⽴⾏政法⼈国⽴科学博物館 国⽴研究開発法⼈国⽴⻑寿医療研究センター ○ - -

国⽴研究開発法⼈物質・材料研究機構 ◎ - - 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合
研究機構 ◎ - -

国⽴研究開発法⼈防災科学技術研究所 国⽴研究開発法⼈国際農林⽔産業研究
センター ◎ - -

国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構 ◎ - - 国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構 ◎ - -
国⽴研究開発法⼈科学技術振興機構 ◎ - - 国⽴研究開発法⼈⽔産研究・教育機構 ◎ - -
独⽴⾏政法⼈⽇本学術振興会 国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 ◎ - -
国⽴研究開発法⼈理化学研究所 ◎ ◎ ◎ 独⽴⾏政法⼈⽯油天然ガス・⾦属鉱物

資源機構 ◎ - -

国⽴研究開発法⼈宇宙航空研究開発機構 国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術
総合開発機構 ○ - -

国⽴研究開発法⼈海洋研究開発機構 国⽴研究開発法⼈⼟⽊研究所 ◎ - -
国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 国⽴研究開発法⼈建築研究所 ◎ - -
独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 国⽴研究開発法⼈海上・港湾・航空技術

研究所 ◎ - -

国⽴研究開発法⼈医薬基盤・健康・栄養研究所 ○ - - 独⽴⾏政法⼈⾃動⾞技術総合機構

国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター ○ - - 国⽴研究開発法⼈国⽴環境研究所

国⽴研究開発法⼈国⽴循環器病研究センター ○ - - ※⻩⾊マーカー︓研究開発法⼈のうち出資が認められている法⼈
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○このため、研究開発への投資も分野を絞った集中投資に加え、ある程度の幅を持った分
散投資（ポートフォリオ投資）の必要性が増⼤している。そういった中で、幅広い分野
でそれぞれの研究開発を⾏い、技術シーズを短期間で新規事業につなげるスタートアッ
プや研究開発型中⼩企業（以下「スタートアップ・中⼩企業」という。）の重要性が⾼ま
っている。いわばスタートアップ・中⼩企業の多様性と機動性がイノベーション創出の
⼀翼を担う時代が到来している。 

 

 
（２）スタートアップによるイノベーションを創出する⽶国 SBIR 

○⽶国では、スタートアップ・中⼩企業の研究開発⽀援において、SBIR 制度（Small 
Business Innovation Research）を実施し、イノベーションの創出や、新たな産業や雇⽤
を⽣み出す企業の輩出を実現している。この制度では、11 省庁に⼀定割合でのスター
トアップ・中⼩企業への研究開発予算の⽀出を義務化し、各省庁統⼀のルールのもとで
運営している。また国⾃らが、具体的かつ適切な粒度の課題を提⽰し、初期段階は幅広
く、ステージゲートごとに数を絞り込む多段階選抜をしながら、潜在性を有する中⼩企
業・ベンチャーに重点的に⽀援を⾏っている。 
 

○成果についてみると、Qualcomm（半導体：時価総額 10 兆円) Gilead（バイオ：時価
総額９兆円) iRobot(ロボット：時価総額 1700 億円)など、産業に⼤きなイノベーショ
ンをもたらし、かつ、継続的に成⻑する成功企業を多数輩出している。健康・医療関連
プログラムでは、⽀援した補助⾦の 45 倍の付加価値額を⽀援先企業があげているとい
う分析もある。 

図 4 研究開発マネジメント（イメージ） 
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（３）⽇本版 SBIR 制度の概要 

○⽇本では⽶国 SBIR 制度を参考に、1999 年から経済産業省中⼩企業庁を中⼼に「中⼩企
業技術⾰新制度（⽇本版 SBIR 制度）」を実施してきた。中⼩企業の新技術を利⽤した事
業活動を促進するため、中⼩企業等経営強化法（平成 11 年制定）に基づき、関係省庁
が連携して、中⼩企業者及び事業を営んでいない個⼈による研究開発とその成果の事業
化を⽀援しており、現在は、総務省、⽂科⽂部科学省、厚⽣労働厚労省、農林⽔産農⽔
省、経済産業経産省、国交国⼟交通省、環境省の７省が参画する状況となっている。 

 
○具体的には、中⼩企業の新たな事業活動の促進につながる新技術に関する研究開発のた

めの補助⾦・委託費等（以下「特定補助⾦等」という。）について、①中⼩企業者への⽀
出の機会の増⼤を図るとともに、②その成果を利⽤した事業活動を⾏う場合に、信⽤保
険の枠の拡⼤等の法律上の特例措置を講じている。 

 

図 5 ⽶国 SBIR 制度における成功事例 
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（４）⽇本版 SBIR 制度の課題 

○⽇本版 SBIR 制度によって、これまでに、のべ９万４千社の中⼩企業等に対して、１.４
兆円規模の⽀援の実績をあげてきた。しかし、⽇本版 SBIR 制度は、中⼩企業の技術⼒
向上に貢献しているものの、成⻑企業の創出やイノベーションの創出には⼗分に機能し
ていない状況にある。例えば、2009 年から 2018 年にかけて、技術系ユニコーン（時価
総額 10 億円以上の未上場企業）が⽶国において 261 社創出されているのに対して、⽇
本では３社にとどまるとの調査結果（世界銀⾏調べ）もある。また、SBIR の⽀援先企
業と⾮⽀援先企業の売上額等変化の⽐較分析では、⽶国は⽀援先企業の⽅が明確に売上
を伸ばしているのに対し、⽇本ではむしろ⽀援先企業の⽅が売上が低下しているとの結
果も出ている。⽇本版 SBIR 制度は、現状のままでは、上述のイノベーションのプロセ
スの変化を受けた、イノベーション創出のためのスタートアップ・中⼩企業⽀援にはそ
ぐわなくとはなっているいないといえる。 

 
○制度⾯で、⽶国の SBIR 制度と⽐較すると⽇本版 SBIR 制度には、以下のような課題が

あり、イノベーション創出のためにはその是正が必要と考えられる。 

図 6 ⽇本版 SBIR 制度のスキーム 
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・ ⽀出⽬標の対象分野の偏り・戦略性の⽋如 

イノベーションの多様性を踏まえれば、各省庁の事業分野で幅広く取り組むことが重
要となる。しかし、現状の⽇本版 SBIR 制度の特定補助⾦等は、各省提案による既存
予算（約 100 事業）の「積み上げ」のため、特定省庁に集中し、バランスに偏りがあ
る。また、⽀出⽬標額も 460 億円にとどまり（⽶国は 2300 億円超）、⽀出機会増⼤
や戦略的実施が不⼗分である。 
 

・ ⽀援フェーズ等の偏り、連続的な⽀援の不⾜ 

イノベーションの不確実性からは、初期段階の件数を増やし、芽が出たものに⽀援を
重ねる多段階選抜が重要となる。しかし、現状の⽇本版 SBIR 制度では、初期段階(F/S, 
POC)の⽀援が⼿薄な状況となっている。また、国等が必要な技術やサービスの課題
設定から、研究開発の段階的⽀援を実施し、政府調達や⺠⽣利⽤に結びつく、という
ような連続的な⽀援ができていない。 
 

・ 効果向上の統⼀ルールやプログラムマネージャーの不在 

⽇本版 SBIR の運⽤⽅針として中⼩企業庁（経済産業省）が毎年作成する「交付の⽅
針」の中で規定する、多段階選抜、外部評価、⼿続改善、前払制導⼊など、特定補助
⾦等の実施留意事項は、現状は努⼒⽬標にとどまり、実効性が低い。また、⽶国のよ
うに課題設定や実⽤化を⼀気通貫で⽀援するプログラムマネージャーが存在せず、ス
タートアップ・中⼩企業が参加し成果を出すための仕組みづくりが⼗分でない。 

 
（５）⽇本版 SBIR 制度の⾒直しの⽅向性 

○上記の課題を是正し、スタートアップ・中⼩企業によるイノベーション創出を促進する
ため、⽇本版 SBIR 制度の重点を「中⼩企業の経営強化」から「イノベーションの創出」
にシフトし、内閣府を中⼼とした省庁横断の取組を強化することが適切である。各省庁
が連携し、政策課題や公共調達ニーズ等を踏まえて、具体的かつ適切な研究開発課題を
提⽰し、戦略的にスタートアップ・中⼩企業のチャレンジを促す新しい⽇本版 SBIR 制
度の仕組みの構築を検討すべきである。 

 
○具体的には、以下を検討し、必要に応じて、制度改正を⾏うことが望まれる。 
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・ ⽇本版 SBIR 制度をイノベーション政策として明確に位置づけ、制度全体のとりまと

め機能を強化する観点から、根拠規定を科技イノベ活性化法に移管すること。 
 

・ スタートアップ・中⼩企業向けの国等の研究開発予算の⽀出⽬標策定の考え⽅を⾒直
すこと。 
（例）特定補助⾦等の積み上げ⽅式ではなく、⽀出の機会の増⼤に寄与する⽅法など 

 
・ スタートアップ・中⼩企業によるイノベーションを促進する補助⾦等の公応募、の執

⾏事務に関する統⼀ルールを定める交付の⽅針を策定すること。 
（例）研究開発課題の提⽰、段階的に選抜しながら⽀援、スタートアップ・中⼩企業

に適した運⽤、審査基準・体制の標準化など 
 

・ 当該補助⾦等の統⼀ルールの実⾏性の担保のための措置を講ずること。 
（例）内閣府を中⼼とした新しい特定補助⾦等の実施、または、各省において課題提

⽰、多段階選抜、スタートアップ向け運⽤等の共通ルールを織り込んだ上での
特定補助⾦の実施など 

 
・公正さを損なわず、⽀援先スタートアップ・中⼩企業の発展にも資する、イノベーシ

ョンの果実としての成果を政府調達のによって活⽤する⽅法を構築すること。 
（例）⼊札資格の特例、随意契約制度の活⽤など 

 
・ 制度を効果的に実施するためのプログラムマネージャーを育成、配置する。PDCA の

向上のため制度全体の政策評価を実施すること。 


